
 

 

 

 

  

スーパーや商店街でよく見かけるカット野菜やお刺身。これらは生鮮コーナーに陳

列されていますが、実は、食品表示基準では加工食品に分類されるものもあります。 

食品表示基準Ｑ＆Ａでは、次のような例が示されています。 

●生鮮食品の例：単品の野菜を単に切断したもの（カット野菜）、同じ種類の食肉を 

盛り合わせたもの（牛ロース＋牛モモ）、同じ種類の刺身を盛り合わせたもの 

（メバチマグロ赤身＋キハダマグロ中トロ） 

●加工食品の例：複数の野菜を切断して混ぜ合わせたもの（サラダミックス）、 

合挽肉、複数の種類の刺身を盛り合わせたもの(マグロ＋イカ) 

  

原則として、生鮮食品には名称と原産地が、加工食品には原材料名や 

消費期限・賞味期限その他必要な事項が表示されています。 

 普段のお買い物の中で、加工食品と生鮮食品の違いに着目してみるのも 

おもしろいかもしれませんね。 
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